三井細山自主防災組織行動マニュアル（案）
1999.5.20制定
2001.5.27改訂
2009.0.00改訂
本　　部
構　成：・本部長（自治会長が兼務）、副本部長２名（自治会副会長１名及び防災幹事）、本部付役員（各班長を委嘱）５名以上をもって構成。
　　　　・副会長兼務副本部長は、主として自治会との関係保持強化に当たり、防災関連総務（状況により会計を含む）を管理し、本部長を補佐する。防災幹事兼務副本部長は、防災専任として防災関連業務を管理し、本部長を補佐する。
　　　　・災害時、防災本部役員以外の自治会全理事、幹事も防災本部役員に移行し、予め定められた班務などに就き、班長を補佐するなど本部長の指示に従う。
　　　　・本部長不在時の職務代行順位は、平常時においては副会長、防災幹事の順とし、災害時においては防災幹事、副会長、情報班長、消火班長、避難誘導班長、救出救護班長、給食給水班長の順とする。
　　　　・別途内規により各ブロック内の各班（本部付役員を選任している班を除く）から選任された防災当番は、予め副班長、情報班員に割り当てられ、災害時は原則として担当地区での活動に当たる。
　　　　・自治会長は防災幹事の選任に際しては、経験の継続性を配慮し出来るだけ防災役職経験者の中から委嘱する。
役　割：
　災害時・・・１．防災組織の統率となすべき活動の指示
　　　　　　　２．行政・消防署など防災関係機関との情報連絡・調整
　平常時・・・１．防災計画の企画・立案および実施統括
　　　　　　　２．防災関係総務（状況により会計も）
　　　　　　　３．人材の確保と育成
　　　　　　　３．行政・消防署および他機関との協力・調整

本部の行動マニュアル
災　害　時
１．自主防緊急災害対策本部の設置
・原則として震度５以上の災害発生時、本部長は、自治会館内本部連絡所もしくは別途定められた場所に自主防緊急災害対策本部を設置し、防災対策の指揮を執る。
　同時に本部役員は、身辺の安全確保後余力ある場合、出来るだけ速やかに（招集を待つことなく）災害対策本部に集合し、予め定められた行動に当たると共に本部長の指示に従う。
・防災本部役員以外の自治会全理事、幹事も予め定められた班務などに就き、臨時副班長として各班長を補佐するなど本部長の指示に従う。
・本部役員は対策本部への集合に際し、途中の状況、特に火災発生、倒壊発生、けが人発生状況を把握し、状況に応じ近隣などの協力を得て対処の上、本部に報告する。
・本部は活動可能な自主防災要員の把握を行い確保する。
２．本部は情報班を中心にして情報収集に努め、状況を把握し、住民への伝達、関係機関への発信、連絡に当たる。
地域内情報は、出火発生および家屋倒壊等によるけが人発生情報を最優先して収集する。
［外部情報の入手］・テレビ（テレビ神奈川）・ラジオ（かわさきＦＭ　K-City  79.1MHZ.など）等からの一般情報入手　
・防災無線・電話・インターネットなどによる区役所・警察・消防署等の防災関係機関からの入手
インターネット：川崎市ホームページhttp://www.city.kawasaki.jp
川崎市防災気象情報http://kawasakicity.bosai.info/
防災テレホンサービス（一般電話）0120-940-174、（携帯・PHS）044-245-8870）
携帯電話：モバイル川崎http://www.city.kawasaki.jp/k/
　　　　　　ワンセグ（テレビ神奈川）
・情報班吉田顧問宅のハム無線を通じて外部との交信情報を活用する。
［地区情報の入手］・・・情報の本部への集中
・情報班を中心として、住民の安否確認、災害弱者安否確認、出火状況把握、家屋など被害状況把握、危険警戒箇所の状況把握など地区内情報の入手
・防災役員携帯電話網、携帯電話災害用伝言板、災害用伝言ダイヤル171などの利用による防災本部役員間の情報連絡
・逐次、地区情報は避難誘導班により防災マップへの落とし込み
［情報の発信］　・被害状況の防災関係機関への報告と状況に応じての出動要請
・防災関係機関への出動要請は本部役員よりの発信を原則とするも、状況によっては会員誰もが直接通報、出動要請できる。この場合会員は通報後できれば直ちに本部にその旨を報告する。
［住民への情報伝達］・冷静呼びかけ（情報班マニュアル参照）
・被害箇所通知、消火・救護救出協力呼びかけ、警戒箇所通知、非常食・給水情報連絡
・本部長による避難誘導の指示、デマ情報への注意など
・組織的な伝達手段としては、主として情報班によるトランシーバーおよびトランジスタメガホンによる。
３．消火、救出救護、避難誘導活動の指示、調整
　・消火、救出救護は、被災現場隣近所の会員相互の助け合い活動を原則とするが、実効性を高めるため、各々の担当班長、副班長がこれを指揮することが望ましい。
　・本部は全体の情勢を把握し、状況に応じ余力ある周辺会員などに応援要請するなど、全体の立場よりの活動調整を行う。
　・住民の安否確認に当たり、災害時要援護者避難支援制度に基づき届出をしている人に対しては安否確認を優先的に行うと共に、避難誘導に当たっては積極的に協力する。
　・救出救護班は仮設救護所を開設し、会員の協力を要請し、医薬品、備品、人員を確保する。
　・本部は状況に応じ自治会内仮設共同トイレの設置を消火班に指示する。消火班は避難誘導班および付近会員の協力を得て、仮設共同トイレの運搬、組立（および解体）に当たる。
　　なお設置後の仮設共同トイレの運営、安全・衛生の維持は、避難誘導班が指揮を執る。
　・避難誘導班は避難集合場所を開設し、市長命令もしくは本部長の避難誘導指示があり次第、誘導の指揮を執る。
４.情報班により、避難所、避難集合場所での住民安否確認、在宅者安否確認をする。
特に災害弱者の安否に配慮する
５.給食給水班は、会員への給食・給水が秩序良く行われるよう調整を図る。また関係機関との折衝、調整に当たる。
６.避難所運営会議の運営に参加
避難する事態にあっては、別途手引きにより当本部を代表し避難所運営に協力する。
平　常　時
１．防災本部に関する自治会規則第８章を地域特性をも配慮し随時見直し、必要あれば改訂の手続きをとる。
２．防災計画を策定し会員に周知する。
　　計画は常時状況に応じ見直し、必要に応じ改訂する。
３．各年度開始時にその年度の防災組織を編成し会員に通知する。同時に区役所など防災関連機関に届ける。
４．防災知識の啓発、防災訓練に関し、本部は関係各班と協同しその年度の重点目標を設定し、関係各班にて具体的な実施計画を策定し実施する。実施計画は全会員に広報周知徹底する。訓練結果の反省点を今後に活かすよう努める。
５．会計管理を行う。即ち防災関連予算を策定し自治会予算に組み入れ、同じく決算報告を自治会決算に組み入れる。
予算策定に当たっては年度の重点目標に留意し関係各班と協議、調整する。
６．住民名簿、災害弱者名簿災害時要援護者名簿、防災マップ、緊急時連絡網、本部備え付け防災機材・用品等を整備、保管する。
4． 自主防の実効的運営のため、住民全員参加の認識のもと多くの会員の参加を呼びかける。
・会員の１年交代による持ち回りを原則として防災当番を選任し、各班副班長、情報班員を委嘱する。（別途内規参照）
・班長は原則任期２年以上とし経験を備えてもらう。交代に際しては原則として過去副班長経験者の内から選任することとし、本部役員にて後任選定作業を行う。
・災害弱者（および災害時要援護者）を把握し協力員（複数）を委嘱、本部は平素より両者の関係づくりを支援する。避難誘導班が災害弱者把握の任に当たり、協力員並びに関係各班と協同しその支援を行う。
・会員内の医師、看護婦、介護士、区職員、警察、消防職員など防災関連専門家、経験者を把握し、班長、顧問などへの参加等組織への積極的な協力を呼びかける。また災害時の役割を委嘱する。
・地域周辺の中学校、高校にも働きかけ、会員子弟をジュニア防災要員として育成し、出来る限り訓練に参加させるなどして重要な戦力とするよう努める。
5． 訓練、講習などを通じ、平素から区役所防災担当、消防署、警察など防災関係機関と連絡をとりあい、指導を受け、情報交換を行う。原則として防災幹事が外部防災関係機関との連絡窓口の主担当となる。
6． 周辺自主防（西生田小、西生田中避難所仲間１２各町会）と平素から情報交換し、避難所運営会議設営時の備え等をする。避難所運営会議には、本部長、防災幹事および本部長の推薦する者が本自主防を代表して参加する。
１0．本部備品・機材は別表とし、本部連絡所自治会防災倉庫、日本製紙細山東公園防災倉庫および本部役員にて保管し整備する。備品・機材内容、保管場所などは会員に広報する。
　　　　注：西生田小（避難所）および西生田中（防災拠点）の備品リスト取り付けのこと。
11．本部役員による防災会議を定期、並びに本部長が必要と認めたとき随時開催し、本部の運営並びに防災関連事項を検討、協議し決定する。

以上
